
建
設
業
の
担
い
手

不
足
は
当
た
り
前
?

近
年
、
ど
の
業
界
で
も
耳

に
す
る
「
担
い
手
不
足
」
。

こ
れ
は
建
設
業
に
と
っ
て
も

喫
緊
の
課
題
と
し
て
度
々
取

り
上
げ
ら
れ
る
。

本
来
、
建
設
業
と
い
う
の

は
安
心
・
安
全
な
国
民
生
活

や
社
会
経
済
を
支
え
る
、
極
め
て
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
る
職
業
だ
。
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
建
設
業
の
就
業
人
口
が
減
少
の

一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
の
は
、
3
Ｋ
の
イ

メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
建
設
業
が
若
手

世
代
に
と
っ
て
魅
力
的
で
は
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

持
続
可
能
な
建
設
業
を
目
指
し

て
│
技
能
者
の
視
点
か
ら

政
府
は
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
公
共

工
事
の
品
質
確
保
と
担
い
手
の
育
成
・
確

保
を
目
的
と
し
て
、2
0
1
4
年
に
品
確

法
・
建
設
業
法
・
入
契
法
を
一
体
改
正
し
、

「
担
い
手
3
法
」
を
制
定
し
た
。
そ
の
後
、

相
次
ぐ
災
害
に
対
す
る
対
応
力
の
強
化
や

働
き
方
改
革
の
推
進
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
技
術
を
利

用
し
た
生
産
性
の
向
上
な
ど
、
時
代
の
流

れ
と
と
も
に
生
じ
る
新
た
な
課
題
や
喫
緊

の
課
題
を
解
決
す
べ
く
、2
0
1
9
年
・

2
0
2
4
年
に
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

担
い
手
3
法
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
本
特
集
で
は
「
持
続
可
能
な
建
設
業

の
実
現
」
に
着
目
し
た
い
。
担
い
手
3
法

は
、
全
て
の
建
設
労
働
者
に
対
し
て
よ
り

良
い
労
働
環
境
と
処
遇
を
提
供
す
る
こ
と

で
、
建
設
業
全
体
の
持
続
可
能
性
を
高
め

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
特
に
2
0
2

4
年
の
改
正（
第
三
次
・
担
い
手
3
法
）で

は
、
賃
金
引
き
上
げ
や
資
材
高
騰
に
伴
う

労
務
費
へ
の
し
わ
寄
せ
防
止
、
労
働
時
間

の
適
正
化
な
ど
労
働
者
の
処
遇
改
善
と
、

従
来
の
取
引
慣
行
・
ル
ー
ル
か
ら
の
大
き

な
転
換
を
図
っ
て
い
る
。
土
木
学
会
誌
で

も
、
働
き
方
改
革
や
人
材
育
成
、
教
育
方

法
な
ど
、
建
設
業
の
将
来
・
担
い
手
確
保
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The third set of three laws for workers
─sustainable construction industry for everyone─
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特
集

ABSTRACT
The construction industry is currently fac-
ing a shortage of workers. The negative 
image of the construction industry has tak-
en hold, and this is probably the main rea-
son for the shortage of workers. In order to 
improve the environment for workers, “the 
three laws for leading workers” was revised 
in 2024, but how much improvement can 
be expected? 
In this special issue, we interview people 
who are deeply involved in the issue of the 
shortage of bearers, asking them about the 
current state of the working environment 
and their efforts to improve it. We hope that 
the real voices of those on the frontlines 
will encourage readers to rethink the “sus-
tainable construction industry. 



に
着
目
し
た
特
集
が
定
期
的
に
組
ま
れ
て

い
る
が
、
技
術
者
に
関
す
る
記
事
が
多
く
、

技
能
者
に
関
す
る
記
事
は
少
な
い

）
1

（
注

。
そ
こ

で
、
本
特
集
で
は
「
技
能
者
」
に
フ
ォ
ー
カ

ス
し
た
い
と
思
う
。

第
三
次
・
担
い
手
3
法
に
よ
る
賃
金
引

き
上
げ
や
休
日
確
保
な
ど
処
遇
・
労
働
環

境
の
改
善
は
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
が
、

建
設
業
と
い
う
仕
事
に
「
や
り
が
い
」
を

感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
働
き
続
け
る
た
め
に

大
事
で
あ
る
。
建
設
業
に
関
わ
る
全
て
の

人
た
ち
が
生
き
生
き
と
働
く
た
め
に
は
ど

う
し
た
ら
良
い
の
か
?

建
設
産
業
の
構

造
は
こ
の
ま
ま
で
良
い
の
か
。

本
特
集
で
は
、
持
続
可
能
な
建
設
業
に

つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
・
立
場
か
ら

考
え
た
記
事
を
集
め
、
建
設
業
の
新
し
い

姿
、
あ
る
べ
き
姿
を
改
め
て
考
え
る
き
っ

か
け
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

特
集
の
構
成

本
特
集
は
、
技
能
者
を
取
り
巻
く
状
況

や
こ
れ
か
ら
の
未
来
の
た
め
の
取
り
組
み

を
知
る
た
め
、
以
下
の
三
つ
の
テ
ー
マ
で

構
成
し
た
。

一
つ
目
は
、「
技
能
者
不
足
の
現
状
や
担

い
手
3
法
に
よ
る
効
果
と
課
題
」
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
た
め
、
座
談
会
を
開
催

し
、
建
設
業
の
現
状
や
こ
れ
か
ら
の
在
り

方
な
ど
を
率
直
に
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

二
つ
目
は
、「
建
設
業
界
に
求
め
ら
れ
る

こ
と
」
に
つ
い
て
、
実
際
に
現
場
で
働
い
て

い
る
方
や
技
能
教
育
と
密
接
に
関
わ
っ
て

い
る
方
は
今
の
建
設
業
界
を
ど
う
思
っ
て

い
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
の
建
設
業
に
何
を

求
め
て
い
る
の
か
、
リ
ア
ル
な
声
を
感
じ

な
が
ら
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

三
つ
目
は
、「
働
き
や
す
い
環
境
を
作
る

た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
取
り
組
み
」
を
紹

介
し
た
。
外
国
人
労
働
者
や
女
性
技
能
者

が
働
き
続
け
ら
れ
る
環
境
づ
く
り
や
流
動

的
な
人
材
活
用
、
技
能
者
の
キ
ャ
リ
ア
パ

ス
、
ク
レ
ー
ン
と
働
き
や
す
さ
の
関
係
な

ど
、
前
向
き
な
取
り
組
み
が
紹
介
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
か
ら
の
担
い
手
確
保
の
ヒ
ン

ト
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

担
い
手
確
保
問
題
は
一
朝
一
夕
で
解
決

す
る
問
題
で
は
な
い
が
、
本
特
集
が
持
続

可
能
な
建
設
業
に
つ
い
て
考
え
る
一
助
に

な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
注
1
）
技
術
者
と
技
能
者
の
す
み
分
け
に
つ
い
て

は
非
常
に
難
し
く
、
特
に
近
年
で
は
そ
の
境
が
あ
い

ま
い
で
あ
る
が
、
本
特
集
で
は
『
施
工
の
具
体
的
な

作
業
に
従
事
す
る
』
方
を
技
能
者
と
し
て
い
る
。
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・適正な予定価格の設定、歩切りの根
絶

・価格ダンピング対策の強化
・中長期的な担い手の確保

公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成･確保を目的に、品確法と建設業法・入契法を一体として改正

働き方改革の推進
・ 適正な工期設定（休日、準備期
間を考慮）

・施工時期の平準化 
（債務負担行為や繰越明許費の
活用）

・社会保険加入を許可要件化

生産性向上
・ 情報通信技術等の活用による生
産性向上

・ 技術者に関する規制の合理化

持続可能な事業環境の確保
・ 緊急性に応じた適正な入札・契
約方式の選択

・ 災害時の見積もり徴収の活用

担い手確保
・ 賃金の支払い実態把握
・ 休日確保の促進
・ 学校との連携・広報

生産性向上
・ ICT技術の活用
・ 現場管理の効率化
・ 技術開発の推進

持続可能な事業環境の確保
・ 適切な入札条件での発注
・ 災害対応力の強化
・ 広域的な維持管理

担い手3法の目的：持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保

公共工事の品質確保に関する基本理念、
国等の責務、基本方針の策定等その担い
手の中長期的な育成及び確保の促進その
他の公共工事の品質確保の促進に関する
基本的事項を定めることにより、現在及び
将来の公共工事の品質確保の促進を図り、
もって国民の福祉の向上及び国民経済の
健全な発展に寄与することが目的

建設業を営む者の資質の向上、建設工事
の請負契約の適正化等を図ることによっ
て、建設工事の適正な施工を確保し、発注
者を保護するとともに、建設業の健全な発
達を促進し、公共の福祉の増進に寄与する
ことが目的

入札及び契約について、その適正化の基本と
なるべき事項を定めるとともに、情報の公表、
不正行為等に対する措置、適正な金額での
契約の締結等のための措置及び施工体制の
適正化の措置を講じ、併せて適正化指針の
策定等の制度を整備すること等により、公共
工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け
負う建設業の健全な発達を図ることが目的

《新たな課題》
① 相次ぐ災害を受け地域の「守り手」と
しての建設業への期待

② 働き方改革促進による建設業の長時
間労働の是正

③ i-Constructionの推進等による生産性
の向上

新たな課題に対応し、
5年間の成果を
さらに充実する

新・担い手3法改正を実施

インフラ整備の担い手・
地域の守り手である建設業等が
その役割を果たし続けるよう、
喫緊の課題に取り組むべく
担い手３法を改正

《喫緊の課題》
① 担い手確保のための働き方改革・処
遇改善

② 地域建設業等の維持に向けた環境
整備

③生産性向上
④公共工事の発注体制の強化

図1　担い手3法の変遷

品確法（2005年制定） 建設業法（1949年制定） 入契法（2000年制定）

担い手３法（2014年改正）

新・担い手３法（2019年改正）

第三次・担い手３法（2024年改正）




